
西宮市軽費老人ホーム利用料等取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、西宮市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平 

成２４年西宮市条例第９号。以下「軽費老人ホーム基準条例」という。）、西宮市軽費老人

ホームの設備及び運営に関する基準を定める要綱及び、西宮市軽費老人ホーム事務費補

助金交付要綱の実施にあたり、軽費老人ホーム基準条例第１６条第１項第１号の入所者

の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額及び第１６

条第３項の市長が定める額について定める。 

 

（サービスの提供に要する費用） 

第２条 軽費老人ホーム基準条例第１６条第１項第１号の費用の上限は、別表１の額に別

表２で算出した額を上乗せした額とする。 

 

（生活費） 

第３条 軽費老人ホーム基準条例第１６条第３項の上限額は、別表３のとおりとする。 

 

付則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

付則 

この要綱は、令和３年８月１日から施行する。 

付則 

１ この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

（入所者からの徴収額算定に用いるサービスの提供に要する費用に係る経過措置） 

２ この要綱の施行の日から令和５年３月３１日までの間において、入所者からの徴収額

を算定する場合に用いるサービスの提供に要する費用（月額）については、第２条の規定

にかかわらず、別表１の額によるものとする。 

（介護職員における処遇改善加算適用に係る経過措置） 

３ この要綱の施行の日から令和５年３月３１日までの間において、別表２に定める適用

日が令和４年３月３１日以前となる場合は、適用日を令和４年４月１日とする。 

付則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（入所者からの徴収額算定に用いるサービスの提供に要する費用に係る経過措置） 

２ この要綱の施行の日から令和６年３月３１日までの間において、入所者からの徴収額

を算定する場合に用いるサービスの提供に要する費用（月額）については、なお従前の例

による。 

 

  



別表１（第２条関係） 

施設別サービスの提供に要する費用（月額） 

施設名称 サービスの提供に要する費用（月額） 地域区分 

ケアハウス愛和 １４７，５００円  

 

 

１５/１００ 

 

 

 

ケアハウス敬愛 ９８，７００円 

ケアハウス西宮恵泉 ５１，１００円 

ケアハウス幸泉サンズ ９８，７００円 

ケアハウス有馬ホロンの苑 ４７，７００円 

ケアハウスローズガーデン甲子園 ９４，４００円 

ケアハウスコティ武庫川別邸 １４７，５００円 

                                        

別表２（第２条関係） 

上乗せする額（月額）の算出 

上乗せする額 

（月額） 

 

        ＝        ×9,000円／ 

 

介護職員におけ

る処遇改善加算

の適用要件 

令和４年２月１日以降に、介護職員１人当たりおおむね月額 9,000円

の処遇改善を行うこと。 

適用日 
当該給与改定の適用日と同日とする。ただし、給与改定日の適用日が

月途中となる場合は、翌月１日を適用日とする。 

前年度の平均介

護職員数 

前年度の４月から１２月までの月毎に算出した常勤換算後の介護職

員数の年間合計を４月から１２月までの事業実施月数で除して得た数

とし、小数点第２位で四捨五入した数とする。 

また、新規開設や定員変更等により、今後介護職員数に大きく変動が

生じることが見込まれる場合は、今後の見込み数とすることも可能と

する。 

前年度の平均入

所者数   

前年度の４月から１２月までの各月の初日に在籍していた人数の年

間合計を前年度の４月から１２月までの事業実施月数で除して得た数

とし、小数点第１位で四捨五入した数とする。ただし、１未満の場合は

１とする。 

なお、前年度の４月から１２月に新たに事業を開始した施設につい

ては、事業開始日から起算して、３箇月を経過する日の属する月の分ま

では、入所者が月の途中で入所した場合、当月の実入所日数を当月の実

日数で除すことにより、在籍していた人数を算定する。 

また、新規開設や定員変更等により、今後入所者数に大きく変動が生

じることが見込まれる場合は、今後の見込み数とすることも可能とす

る。  

 

介護職員における  

 処遇改善加算 

（円未満切捨て）  

前年度の平均 

介護職員数 

前年度の平均 

入所者数 



別表３（第３条関係） 

生活費 

１人あたりの額 冬期加算額（１１月から３月まで） 

４６，９４０円 ２，１６０円 

 


